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キリトリ線

特
別
障
害
者
手
当

対
象　

重
度
の
障
が
い
の
た
め
、

日
常
生
活
で
常
時
特
別
の
介
護
を

必
要
と
す
る
20
歳
以
上
の
か
た

◦
次
の
か
た
は
手
当
を
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
。

・
施
設
に
入
所
し
て
い
る
か
た

・
病
院
な
ど
に
継
続
し
て
3
か
月

以
上
入
院
し
て
い
る
か
た

支
給
月
額
（
平
成
30
年
4
月
現
在
）

2
万
6
9
4
0
円

障
害
児
福
祉
手
当

対
象　

重
度
の
障
が
い
の
た
め
、

日
常
生
活
で
常
時
介
護
を
必
要
と

す
る
20
歳
未
満
の
か
た

◦
次
の
か
た
は
手
当
を
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
。

・
施
設
に
入
所
し
て
い
る
か
た

・
障
が
い
を
理
由
と
す
る
年
金
を

受
給
し
て
い
る
か
た

支
給
月
額
（
平
成
30
年
4
月
現
在
）

1
万
4
6
5
0
円

※
施
設
入
所
と
し
て
取
り
扱
わ
な

い
施
設
や
、本
人
･
配
偶
者
･
扶

養
義
務
者
の
所
得
が
一
定
以
上
あ

る
場
合
は
支
給
が
停
止
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

く
わ
し
く
は
、
健
康
福
祉
課
高

齢
・
障
害
係
ま
で
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律

〜
障
が
い
が
あ
る
人
も
な
い
人
も
共
に
生
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

社
会
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
〜

障
害
者
差
別
解
消
法

平成28年4月施行

　

障
が
い
者
の
か
た
が
た
が
受
け

る
制
限
は
、
個
人
の
障
が
い
に
よ

る
も
の
に
限
ら
ず
、
社
会
に
お
け

る
慣
行
や
文
化
、
人
々
の
意
識
や

考
え
方
、
法
律
や
制
度
、
道
路
や

建
物
と
い
っ
た
障
壁
（
バ
リ
ア
）

に
よ
っ
て
生
じ
ま
す
。

　
障
害
者
差
別
解
消
法
で
は
、「
不

当
な
差
別
的
取
扱
い
」を
し
な
い
こ

と
と
、「
合
理
的
配
慮
」
を
す
る
こ

と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
」と
は
、

正
当
な
理
由
な
く
、
障
が
い
が
あ

る
と
い
う
だ
け
で
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
を
拒
否
し
た
り
、
制
限
や
条
件

を
つ
け
た
り
す
る
行
為
を
い
い
ま

す
。

　
「
合
理
的
配
慮
」と
は
、
障
が
い

者
一
人
ひ
と
り
の
状
況
や
必
要
に

応
じ
た
変
更
、
調
整
な
ど
を
、
お

金
や
労
力
な
ど
の
負
担
が
か
か
り

す
ぎ
な
い
範
囲
で
行
う
こ
と
を
い

い
ま
す
。

　

ま
た
、
差
別
解
消
法
は
市
役
所

な
ど
の
行
政
機
関
や
民
間
事
業
者

を
適
用
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

　
「
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
」
を
受

け
た
な
ど
の
困
り
ご
と
が
あ
る
か

た
は
、
健
康
福
祉
課
高
齢
・
障
害

係
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

健
康
福
祉
課
高
齢
・
障
害
係

　

25

1
1
5
4

〒
5
1
7-

0
0
2
2

鳥
羽
市
大
明
東
町
2
番
5
号

（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
ひ
だ
ま
り
1
階
）

　

ま
た
、市
職
員
か
ら「
不
当
な
差

別
的
取
扱
い
」を
受
け
た
場
合
は
、

健
康
福
祉
課
高
齢
・
障
害
係
の
ほ

か
に
、
総
務
課
人
事
係
で
も
相
談

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

総
務
課
人
事
係
（
☎
25

1
1
1
3
）

　
25

3
1
1
1

〒
5
1
7-

0
0
1
1

鳥
羽
市
鳥
羽
三
丁
目
1
番
1
号

（
鳥
羽
市
役
所
本
庁
舎
2
階
）

健
康
福
祉
課
高
齢
・
障
害
係　

 

25

１
１
８
３

障
害
者
差
別
解
消
法
に

関
す
る
相
談
窓
口

特
別
障
害
者
手
当
・

障
害
児
福
祉
手
当
に
つ
い
て
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